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会議の概要

西山委員長が開会を宣告。議長発言の後、直ちに会議に入り、会議録署名者に久保委員、

上村委員の両委員を指名決定した。

始めに「９月市議会定例会の議事日程の変更について」を議題とし、中村議会事務局長

から、追加議案が送付されたこと等による議事日程の変更についての説明があり、諮った

ところ、事務局説明のとおり決定した。

次に、「一般質問の発言順について」を議題とし、中村議会事務局長から別紙のとおり

一般質問について８名から通告があり、配付した「一般質問事項」は通告順に記載してあ

ることが説明され、件数の配分も含め３日間の議事の運営について協議いただきたい旨お

願いしたところ、浜口委員から、一般質問については通告順、それ以降の議事は議長へ一

任する提案があり、発言順について諮ったところ、「質疑・一般質問事項」のとおり決定

した。

続いて、３日間の議事の運営については、各日の件数、時間配分なども含めて一切を議

長に委ねることを諮ったところ、全員異議なくその旨を決定し、委員会を閉会した。

上記署名する。

令和４年９月20日

委 員 長

委 員

委 員
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議会運営委員会 説明文（令和４年９月20日）

【９月市議会定例会の議事日程の変更について】

それでは、議長に代わりまして御説明申し上げます。

当局から、事前に説明のございました追加議案、「議案第93号 保健福祉拠点施設内装

工事の請負契約について」の送付がありましたことから、議事日程の変更案を作成いたし

ましたので、御説明を申し上げます。

「日程案」を御覧ください。

先に御決定いただきましたとおり、本日、この後、午前10時に本会議の継続会議をお開

きいただきます。

「議案第79号」から、｢議案第89号」までの日程につきましては、先に御決定いただい

たとおりで変更はございません。

次に、追加送付されました「議案第93号」を上程し、当局説明、質疑の後、教育民生委

員会に審査付託いただきます。審査付託後は、先の御決定どおり、一般質問をお願いする

こととなります。

以上で、この日の日程は終わり散会となりますが、散会後に「決算特別委員会」、「新型

コロナウイルス対策会議」の開催をお願いすることといたしております。

次に、日程案の２ページをお願いいたします。

最終日の10月12日水曜日でございます。

午前９時に議会運営委員会をお開きいただき、この日の議事について御審査いただきま

す。

続いて、午前10時に本会議の継続会議をお開きいただきます。

「議案第79号」から｢議案第89号」までの日程につきましては、先に御決定いただいたと

おりで変更はございません。

次に、追加議案であります「議案第93号」を上程し、教育民生委員会から審査結果の報

告を願い、委員長報告に対する質疑等の後、御決定いただきます。

「報告第７号」から追加を予定しています「意見書の提出について」までの日程につき

ましては、先に御決定いただいたとおりで変更はございません。

また、閉会後は「広報広聴検討分科会」の開催をお願いすることとしております。

以上のとおり、日程の変更案を作成いたしましたので、よろしく御審査のほどお願い申

し上げます。

【一般質問の発言順について】

それでは、議長に代わりまして御説明申し上げます。

質疑・一般質問の通告につきましては、９月14日水曜日正午に締め切らせていただきま

したが、お手元に配付いたしました
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「一般質問事項」に記載のとおり、８名の方から一般質問の通告がございました。

資料の「一般質問事項」は通告の順に記載してございますが、発言の順番につきまして、

御協議の上、御決定いただきたいと思います。

また、質疑・一般質問を行う日程として、本日から９月22日木曜日までの３日間を充て

ておりますが、件数の配分も含め３日間の質疑・一般質問に係る議事の運営をどうするか

につきましても、併せて御協議いただきたいと思います。

それから、パネル等の使用の件ですが、宮﨑議員から、一般質問でスクリーンへの資料

の映写の申出があり、議長において承認いたしましたので御承知おきいただきますようお

願いいたします。

説明は以上でございます。


